
 
 

 
 

 
 
 
 
 

☆ダム検証において「鳥海ダム建設事業」の「継続」が決定されま

したのでお知らせします☆ 
 

ダムの検証は、「できるだけダムに頼らない治水」への政策転換に基づき、全国で８３のダ

ム事業について実施されているものです。 

鳥海ダムにおいても、平成２２年１１月から平成２５年６月まで国、県、市により４回の「検討

の場」において、複数の治水、利水対策案を立案及び各対策案に対する安全度、コスト実現

性など多岐にわたり概略評価、総合評価を実施し、対応方針（素案）を作成しました。その後、

地域住民の皆様のご意見や学識経験者、関係地方公共団体、関係利水者のご意見を踏まえ

た対応方針（原案）を作成し、東北地方整備局事業評価監視委員会で審議のうえ「鳥海ダム

事業の継続が妥当」と判断、国土交通本省に報告されました。国土交通本省では、「今後の

治水対策のあり方に関する有識者会議」での審議を経て、８月２３日に「鳥海ダム建設事業を

継続する」との対応方針が示されたものです。 

        この対応方針の決定を受け当事務所においては、ダムの早期 建設着手に向け一丸とな

って取り組んでまいりますので今後とも一層のご理解・ご協力をお願い致します。 
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国土交通省東北地方整備局鳥海ダム調査事務所 

鳥海ダム建設事業の「継続」決定 

第４回「鳥海ダム検討の場」の開催状況 「学識経験者から意見を聞く場」の開催状況 

 

※ 

※ 現在、鳥海ダムは実施計画調査の段階で、今後建設事業採択を経て建設着手（工事事務所）となります。 
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鳥海ダムの検証に係る検討

流域の概要・治水対策等の状況

複数の治水・利水対策案等の立案検
証
対
象
ダ
ム
事
業
等
の
点

検

概略評価による治水・利水対策案等の抽出

治水・利水対策案等の評価軸ごとの評価

治 水：２８案の立案
水 道： ９案の立案
流 水：１２案の立案

治 水： ５案の抽出
水 道： ６案の抽出
流 水： ４案の抽出

立案した対策案の概略評価を行
い、対策案を抽出

６～７つの評価軸により評価

検証要領細目を参考に幅広い方
策を組み合わせて検討を行い、
対策案を検討

※  今回の鳥海ダム建設事業継続決定にいたるまでの経過についてご紹介します。

総合的な評価
最も有利な案は、鳥海ダム案

対応方針（素案）の作成

対応方針（原案）の作成

対応方針（案）の決定

本省への検討結果の報告

☆検証経過の詳細については、
事務所ホームページにおいても
確認出来ます。

鳥海ダム建設事業検証経過（概略フロー）

今号は、足かけ３年にわたる鳥海ダムの検証作業が終了し、鳥海ダム建設事

業の継続が決定するまでの経過について概略を報告させていただきました。

鳥海ダムの早期建設着手に向けて事務所職員一丸となって努力して参ります

ので皆様のご支援ご協力をお願いします。

国土交通省東北地方整備局鳥海ダム調査事務所
〒015-0074 秋田県由利本荘市桜小路３２－１
ＴＥＬ．0184-23-5120 ＦＡＸ．0184-23-5451
ホームページアドレス http://www.thr.mlit.go.jp/chokai/
e-mailアドレス chokai@thr.mlit.go.jp

編集・発行

鳥海ダム建設事業の継続決定

(H25・6・7)
学識経験を有する者（H25.6.21）
関係住民
（意見を聴く場 H25.6.21、6.22）
(電子メール等 H25.6.7～7.4）

検討の場（第４回）

検討の場（第１回）

検討の場（第３回）

検討の場（第２回）

パブリックコメント
(H23.9.22～10.21）

(H22.11.17）

(H23・9・20)

(H23.2.23）

今後の治水対策のあり方に関す
る有識者会議(H25.8.8)

（河川法第16条の2（河川整備計画）等
に準じて行う。）

事業評価監視委員会
（H25.7.10）

関係地方公共団体の長、関係利水者
の意見聴取

※１ 上記の対策案の数には、鳥海ダム案を含む
※２ 「流水」とは、流水の正常な機能の維持

(H25・8・23)

(H25・6・7)


